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掛 川 市 公 告

掛川市再開発住宅管理条例施行規則（平成17年掛川市規則第120号）及び掛川市住環境整備モデ

ル住宅管理条例施行規則（平成17年掛川市規則第121号）第３条の規定により、指定管理者の指定

について次のとおり公告する。

平成30年11月１日

掛川市長 松 井 三 郎

１ 管理を行わせる施設の名称及び所在地

名 称 所 在 地

掛川市再開発住宅 掛川市大池1445番地の１

掛川市住環境整備モデル住宅 掛川市仁藤町４番地の５

２ 管理の基準及び業務の範囲

掛川市再開発住宅・住環境整備モデル住宅指定管理業務仕様書（別紙）のとおり

３ 指定をする予定期間

平成31年４月１日から平成34年３月31日まで（３年）

４ 申請の方法

市長が別に定める理由による（非公募）
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別紙

掛川市再開発住宅・住環境整備モデル住宅

管理業務仕様書

平成３０年１０月

掛川市都市政策課住まい対策係
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この仕様書は、掛川市が、掛川市再開発住宅管理条例（平成17年４月１日掛川市条例第145号。以

下「再開発住宅管理条例という｡)第３条により設置された再開発住宅（以下「再開発住宅」とい

う｡)及び掛川市住環境整備モデル住宅管理条例（平成17年４月１日掛川市条例第146号。以下「モデ

ル住宅管理条例とし、再開発住宅管理条例とモデル住宅管理条例を合わせて「条例」という｡)第３

条により設置された住環境整備モデル住宅（以下「住環境整備モデル住宅」とし、再開発住宅と住

環境整備モデル住宅を合わせて「再開発住宅等」という｡)の指定管理者に管理業務を委託するにあ

たって、要求する業務内容及びその基準等について定める。

Ⅰ 基本的事項

（基本的な考え方）

１ 再開発住宅等は、条例の規定により市営住宅の規定に準じて、住宅に困窮する低所得者に低

廉な家賃で賃貸している。指定管理者はこれらの趣旨を十分に理解・尊重して、管理を行わな

ければならない。

（業務の執行）

２ 指定管理者は、本業務の執行にあたっては公営住宅法、その他関係法令及び条例その他市

の定める規則、管理業務に関する要綱・要領等に基づき、公平かつ適正に実施すること。

Ⅱ 業務の実施体制

（業務時間）

１ 業務時間は、午前８時30分から午後５時15分までとし、土・日曜日、国民の祝日に関する法

律に規定する休日及び年末年始（12月29日から１月３日）は休日とする。

（業務の実施体制）

２ 指定管理者は、入居者からの問い合わせ等に対して迅速な対応が取れる体制を整備しなけれ

ばならない。業務時間中は業務の実施場所に必ず職員を常駐させ、電話・来訪・相談への対応

に支障がないようにする。また、業務時間外についても、入居者からの連絡体制を整備し、緊

急時の対応が迅速に行える体制を整備すること。

Ⅲ 管理業務の内容

（入居者募集）

１ 指定管理者は、再開発住宅等の募集について以下の業務を行う。
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(1) 年度当初に市と協議のうえ、年間の募集方法、募集回数、募集期間を決定し、「募集案内

書」と「入居申込書」の作成を行う。

(2) 募集する団地、募集戸数、抽選日、入居予定日を、空家の状況等をもとに毎月決定し、市

が指定する日までに報告するとともに、それらが記載された「募集概要」の作成を行う。

(3) 上記の「募集案内書」「入居申込書」「募集概要」には、募集する団地や住宅の情報を明

確にするとともに、市営住宅制度や応募資格、入居までの手順等もできるだけわかりやすく

記載すること。また、これらは指定管理者の受付窓口で配布するほか、市の関係機関にも

配布を依頼する。

(4) 応募が募集戸数に満たなかった住宅は、抽選会の翌日から次回募集までの間随時募集を行

う。

(5) 入居希望者に対して、入居資格、申込方法、募集住宅情報（間取り、家賃、交通条件な

ど）等に関する問い合わせ・相談に丁寧に対応する。

（入居申込みの受付）

２ 指定管理者は、再開発住宅等の入居申込みの受付について以下の業務を行う。

(1) 入居希望者から提出された入居申込書の受付を行う。申込受付場所は指定管理者の管理事

務所とし、申込みの方法は持参又は郵送とする。

(2) 申込書類に不備がある場合は是正指導を行い、期限までに是正されず受理できないものに

ついては、その理由を明記したうえで返却する。

(3) 募集期間終了後抽選会までに、受付名簿を作成する。

（抽選）

３ 指定管理者は、再開発住宅等の入居申込者の抽選について以下の業務を行う。

(1) 入居申込みが募集戸数を上回った場合は、２名以上立会いのもと公開抽選を行い、仮当選

者（ここでの当選者はまだ入居資格審査が終わっていないため「仮当選者」という。）を決

定する。

(2) 抽選会の開催場所及び日時は、あらかじめ入居申込者に通知する。

(3) 抽選会終了後、速やかに抽選結果を公表するとともに、当選者名簿を作成する。

(4) 入居申込者全員に対して、抽選会を行った日のうちに当落通知を発送すること。

(5) 落選者の中から、補欠者を決定することができる。補欠者は、当選者が辞退又は失格した

場合は繰上げて仮当選とし、当選者が入居した場合は落選とする。

（資格審査と入居決定）
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４ 指定管理者は、再開発住宅等の入居申込者の資格審査及び入居決定手続きについて以下の業

務を行う。

(1) 入居予定者（抽選の仮当選者及び募集戸数に満たない住宅の申込者）から入居資格を証す

る書類（住民票、課税証明書等）を提出させ、書類審査及び面接などにより、入居資格の審

査を行う。

(2) 入居予定者が家賃、共益費及び駐車場料金（以下「家賃等」という。）の滞納者でないこ

とを市に確認する。資格審査時点で家賃等に滞納があった場合は、入居資格なしとし失格と

する。

(3) 入居予定者が暴力団員でないことについて照会する。

(4) 資格審査により入居予定者に入居資格がないと判明した場合は失格とし、本人に理由とと

もに通知する。入居予定者から提出された書類に不備があった場合は、電話等で提出期限を

定めて訂正を求め、期限までに提出されなかった場合は失格とする。

なお、入居予定者が失格した場合、もしくは辞退した場合は、繰り上げで仮当選となった

補欠者に対して資格審査を行う。

(5) 入居決定書と入居関係書類（請書）を入居決定者に送付し、入居決定者の氏名、住所、家

賃及び敷金額を記載した文書を市に通知する。なお、敷金の納入通知書は市が直接入居決定

者に送付する。

（公募によらない入居）

５ 指定管理者は、災害により住宅を滅失した入居希望者等からの公募によらない入居の申込み

について、条例、要領等に掲げる公募によらない入居の事由に該当するか審査し、その結果を

市に報告する。入居の可否及び入居先の団地については、市と協議する。

（入居手続き）

６ 指定管理者は、再開発住宅等の入居手続きについて以下の業務を行う。

(1) 入居決定者に対して入居説明を実施し、「すまいのしおり」等により入居にあたっての注

意事項や入居後の生活のルールについて説明する。

(2) 敷金の納付を領収書で確認し、入居者から提出のあった入居関係書類の内容審査（請書の

記載内容及び添付書類、保証人の資格など）を行い、適正と認められる場合は、入居決定者

に住宅の鍵渡しを行う。

(3) 請書等（入居者用）を入居決定者に交付する。

(4) 管理システムに入居者データを入力する。
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(5) 入居関係書類（請書等）の保管を行う。

(6) 毎月末時点の空家状況について、翌月初めに市に報告する。

（退去手続き）

７ 指定管理者は、入居者の退去に伴い以下の業務を行う。

(1) 入居者から退去の相談があった場合は、退去時の修繕や敷金還付手続き、未納家賃等があ

る場合の支払い方法、返還届等の書類の提出など、退去時の手続きについて説明する。

(2) 退去予定者から返還届等の退去関係書類の提出があった場合は、書類を受理し、審査を行

う。審査の結果、家賃等の未払いがある場合にはその支払方法について指導を行う。また、

書類に不備がある場合には補正させる。

(3) 退去者立会いのもと、住宅の退去検査を行い、残存物等の撤去と退去者の負担すべき修繕

について確認を行う。残存物が残っている場合には撤去を指示し、退去者の負担すべき修繕

については期限を定めて修繕の実施を指示する。

(4) 残存物等の撤去、退去者の負担すべき修繕の完了を現地にて確認するとともに、退去者か

ら住宅及び物置等の鍵を回収し、保管する。

(5) 退去者が支払うべき家賃等を滞納している場合は、市が敷金から当該未納家賃等を充当す

る。また、市が敷金から (3)の退去者の負担すべき修繕費を充当し、追加徴収が発生する場

合は通知及び市が作成した納付書を退去者へ交付する。指定管理者は、市が未納家賃等や修

繕費の敷金充当及び残額の返還業務を実施するにあたって、必要な補助業務を実施する。

(6) 各月末までの退去者一覧を作成するとともに、翌月10日までに市に報告する。

(7) 死亡退去及び強制執行による退去等の手続きについては、市と協議して行う。

（納付勧奨等）

８ 指定管理者は、遅延損害金を含む家賃等の納付勧奨について以下の業務を行う。

(1) 入居中の滞納者に対する督促

市が督促状を送付しても期限までに入金がなかった未納者に対して、電話での督促を実施

する（毎月１回以上）。

(2) 滞納家賃等を管理事務所に持参した場合は、現金は受領せず、市が発行する納付書により

金融機関等での納付を指導するとともに、退去者の居住地等を確認し、速やかに市へ納付書

の再発行を依頼する。

(3) 家賃等の納付は、原則として口座振替制度を利用することとし、入居者の利用を促進する

よう努める。
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(4) 法的措置に対する補助事務

住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払請求訴訟については市が当事者になって訴訟を提起す

るので、指定管理者は市の指示に基づき調査報告及び強制執行の立会い等の補助業務を行

う。

（収入調査）

９ 指定管理者は、収入調査について以下の業務を行う。

(1) 収入申告書及び記入要領等を準備し、再開発住宅等の全入居者に配布する。なお、申告書

や記入要領の内容、市への提出期限については事前に市と協議する。

(2) 収入申告関係書類（収入申告書と課税証明書等収入を証する書類）が提出されたら、受付

及び形式的な審査を行い、提出書類や記載内容に不備がある場合は、入居者に連絡して補正

した後、市に提出する。

(3) 提出期限までに収入申告関係書類の提出がない者に対して、１回以上書面により提出を催

促し、できるだけ未申告者がないよう提出指導に努める。

(4) 入居者が提出した収入申告関係書類の内容に不自然な点がある場合には、必要に応じて実

態調査を行う。同居世帯員の転出、出生、死亡など入居者情報に変更修正があった場合には、

必要な届出手続きを行い、入居者の死亡による入居承継や同居承認が必要な場合は、承認申

請手続きを行うよう指導する。

(5) 収入申告関係書類は、市が指定する期日までに取りまとめて報告する。

(6) 収入認定に対し意見があるとき又は収入認定を受けた後に収入に変動が生じたとき（世帯

員の異動、同居等によるものを含む）等に、更正の申請があった場合は、受付及び形式的な

審査を行い、市に進達する。

（収入超過者及び高額取得者）

10 指定管理者は、収入超過者及び高額所得者について以下の業務を行う。

(1) 収入超過者及び高額所得者から他の住宅への住替え等の相談があった場合には相談に応じ、

指定管理者が管理する住宅等を斡旋する。

(2) 住宅の明渡しについては市が当事者になって訴訟を提起するので、指定管理者は市の指示

に基づき調査報告及び強制執行の立会い等の補助業務を行う。

（届出・申請等の承認について）

11 指定管理者は、入居者から提出される届出の受理、各種申請の承認について以下の業務を行

う。
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(1) 各種届出書（異動届、不使用届、保証人変更届）の提出があったときは、入居基準に照ら

して審査する。不備があった場合は補正させたうえで受理し、市に報告する。

(2) 各種申請書（入居承継、同居承認、模様替・用途変更承認申請）の提出があったときは、

入居基準に照らして審査し、承認・非承認を決定する。申請書や添付書類に不備があった場

合は補正させ、申請者に家賃等の未納がある場合は、納入を指導する。同居予定者について

は、入居審査に準じて暴力団照会を行う。審査後、結果を入居者に通知し、市に報告する。

ただし、入居承継又は同居承認については、申請書や添付書類を添えて市に進達する。

(3) 世帯員の異動等があったにもかかわらず届出等がない場合は、必要な調査を行い、是正指

導を行う。また、入居者から届出・申請等について問い合わせ、相談があったときは、随時

対応し、必要な指導を行う。

（不正入居等に対する指導）

12 指定管理者は、不正入居等に対する指導について以下の業務を行う。

(1) 無断退去、無届による長期不在、不正入居、不正同居、無許可営業、不正増改築、共有地

占拠等を発見したときは、状況の調査把握を行い、電話及び現地訪問などにより是正又は退

去指導をする。調査結果及び指導経過については、調査票にまとめて市に報告する。

(2) 入居者が指導に応じない場合は、文書又は訪問により期限を定めて警告するとともに、必

要に応じて連帯保証人に是正を依頼し、期限到来後も是正されない場合は、対応を市と協議

する。

(3) 無断退去者の住宅の残置物については、一定期間保管した後、退去者が引き取りに現れな

い場合には処分を行う。

（一般修繕）

13 一般修繕とは、劣化・損耗や損傷で入居者の日常生活に支障を及ぼすものや、自然災害や予

期せぬ事故で発生した被害について、機能回復や安全確保のため復旧を行う工事をいう。指定

管理者は、一般修繕について以下の業務を行う。

(1) 以下の手順で一般修繕を実施する。

① 入居者からの修繕依頼の受理

② 現地調査

③ 修繕負担区分（市及び入居者）の決定及び指示

④ 業者の選定

⑤ 完了届の受理
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⑥ 完了検査（手直し業務）

⑦ 請負代金の支払い

⑧ 修繕業務実施結果報告書（一般修繕）を毎月25日までに前月分を市へ提出

⑨ 災害時及び緊急時の対応

(2) 入居者からの修繕依頼については速やかに対応し、修繕が必要な場合は原則当日中に修繕

を専門業者に依頼すること。指定管理者が修繕箇所を発見した場合も同様とする。

(3) 市が定める負担区分に基づき、市と入居者等の負担区分を適切に判断して処理する。ただ

し、負担区分の判断が困難な場合は、市と協議して指示を受けること。

(4) 完了検査は、修繕業者が作成した写真付きの報告書により、工事の履行を確認する。また、

必要に応じて、現場で修繕状況を確認する。

(5) 火災や事故及び風水害等自然災害による住宅等の不具合については、入居者の安全確保及

び被害拡大の防止を優先して速やかに応急措置を講じ、関係各所に通報を行うとともに市に

報告する。

(6) 緊急時に対応できるよう、事前の施工業者の決定や連絡体制づくりに努めること。

（空室修繕）

14 空室修繕とは、空室となった再開発住宅等のうち、入居の対象となる住宅について、その性

能・機能を居住するうえで支障のない状態に回復させるための工事をいう。指定管理者は、空

室修繕について以下の業務を行う。

(1) 以下の手順で空室修繕を実施する。

① 退去検査

② 修繕負担区分（市及び入居者）の決定及び指示

③ 業者の選定

④ 完了届の受理

⑤ 完了検査（手直し業務）

⑥ 請負代金の支払い

⑦ 修繕業務実施結果報告書（空室修繕）を毎月25日までに前月分を市へ提出

(2) 入居者が退去した住宅について、原則退去者立会いのもと速やかに退去検査を行い、修繕

の必要な箇所を確認するとともに、市が定める負担区分に基づき、市と退去者等の負担区分

を適切に判断して、その内容について退去者の承諾を得る。万一、負担区分の判断が困難な

場合や退去者の承諾が得られない場合は、速やかに市と協議する。
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(3) 退去者負担の修繕のうち、退去者の瑕疵による修繕箇所については、修繕業者へ見積もり

を依頼し、修繕完了後に修繕費用及び修繕写真について市へ報告、提供を行う。

(4) 完了検査は、修繕業者が作成した写真付きの報告書により、工事の履行を確認する。また、

必要に応じて指定管理者が現場で修繕状況を確認する。

(5) 室内で事故が発生した住宅及び建替え等伴う移転先の住宅の修繕については、修繕内容、

修繕時期について、市と協議したうえで進める。

（施設保守点検）

15 施設保守点検とは、再開発住宅等における敷地・建物及び付帯施設設備について、本来の性

能や機能を維持することにより事故等を未然に防ぐことを目的として、定期的に清掃・点検及

び調整する業務をいう。指定管理者は、施設保守点検について以下の業務を行う。

(1) 以下の項目について、施設の保守点検を実施する。

① 給水施設（専用水道・簡易専用水道等）

・水質検査

・動力機器の保守点検

・受水槽等の清掃

・外観等日常点検

・保健所検査の立会い

② 汚水処理施設（浄化槽）

・水質検査

・動力機器の保守点検

・汚泥処理

③ エレベーター設備

・保守点検（給油・調整・清掃を含む）

・緊急時の対応

④ 消防用設備（避難器具、自動火災報知器、防火・防排煙設備等）

・機器点検及び総合点検

・管轄消防署への報告及び検査の立会い

⑤ 敷地管理

・遊具等安全点検

(2) 点検の結果、不具合箇所が発見された場合は、速やかに修繕を実施する。
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(3) 点検結果は完了報告書により速やかに市に報告する。

（団地環境整備）

16 指定管理者は、再開発住宅等の団地環境整備について以下の業務を行う。

(1) 再開発住宅等及び周辺の環境維持のため、必要に応じて敷地内の植栽の剪定・消毒等の維

持管理を行う。

(2) 団地環境整備の実施にあたっては、団地住民及び自治会等と協議を行い、トラブルのない

よう実施すること。

（団地巡回）

17 指定管理者は、再開発住宅等の巡回を行い、以下の業務を行う。

(1) 安全で快適な生活環境を維持するため、施設等の外観点検により、落下の危険のある箇所、

通路舗装の不具合など安全面の確認を行い、必要に応じて安全措置及び修繕を行う。

(2) 団地内の環境調査、無断駐車、不法投棄、不適正事例、敷地等利用状況調査等の管理上必

要な事項について調査する。

(3) 必要に応じて、入居者に対する相談、書類や修繕の取次ぎ、不正使用等に対する是正指導、

苦情対応などを行う。

（駐車場）

18 指定管理者は、再開発住宅等敷地内の駐車場の維持管理について以下の業務を行う。

(1) 入居者から駐車場使用申込書の提出があったときは、空き区画を確認したうえで使用区画

を決め、市が定める基準に照らして審査する。申請書や添付書類に不備があった場合は補正

させ、申請者に家賃等の未納がある場合は、納入を指導する。審査後、結果を入居者に通知

し、市に報告する。

(2) 入居者から駐車場返還届の提出があったときは受理し、市に報告する。

(3) 駐車場の利用者から申請があったときは、自動車保管場所使用承諾証明書（車庫証明）を

発行する。ただし、申請者に家賃等の未納がある場合は、納入を指導するとともに、発行の

可否について市と協議する。

(4) 駐車場の利用者から使用許可車両の変更について届出があったときは、市が定める基準に

照らして審査する。申請書や添付書類に不備があった場合は補正させ、申請者に家賃等の未

納がある場合は、納入を指導する。審査後、結果を入居者に通知し、市に報告する。

(5) 駐車区画の不正使用者及び無断使用者に対して、第12項に定める不正入居等の例に準じて

是正のための指導等を行う。また、契約者のいない駐車区画については、必要に応じて車止
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めを設置する等の方法により、不正駐車が行われないような対策を講じる。

（相談及び苦情対応）

19 指定管理者は、入居者又は団地周辺住民等からの相談や苦情について以下の業務を行う。

(1) 安全で快適な生活環境を維持するため、入居者又は団地周辺住民等から寄せられるペット

飼育、ごみの不法投棄、駐車違反、騒音、害虫の駆除、入居者間のトラブル、住宅及び設備

の修繕、その他の相談や苦情に速やかに対処するとともに、その内容及び経過を記録する。

(2) 入居者に不正や迷惑行為等があるときは、文書等の配布・掲示により啓発に努め、電話や

面談等により改善を指導する。

(3) 相談・苦情の件数及び内容については、毎月、市に報告する。

(4) 相談・苦情のうち、住宅明渡事由に該当すると思われる重大な案件については、速やかに

市に報告して必要な指示を受ける。

(5) 外国人入居者に対する意思疎通を図るため、必要に応じて通訳を派遣し、周知事項等に漏

れのないよう努める。また、必要事項の周知文などは日本語のほか、外国語に翻訳したもの

を作成する。

（防火管理）

20 指定管理者は、消防法に規定する防火管理者を選任し、各管轄の消防署に届け出るとともに、

防火管理者として以下の業務を行う。

(1) 消防設備点検結果報告書及び防火対象物の消防計画書を作成し、消防署に提出する。

(2) 消防計画に基づく自主防災組織の育成指導、法定の避難訓練実施及び団地住民への周知を

行う。

(3) 消防用設備等の点検及び整備。

（緊急時の対応）

21 指定管理者は、災害及び事故が発生したときは、以下の業務を行う。

(1) 団地内において災害による被害又は事故・事件等が発生した場合は、常に通報が受けられ

るよう体制を整備し、通報があった場合は速やかにその状況を調査、把握し、二次災害の防

止等の緊急措置を行う。

(2) 状況の調査（該当箇所の写真撮影、調書作成、原因調査、被害額の見積書作成など）を直

ちに行い、関係機関に通報するとともに市に報告する。

(3) 緊急性や危険性がある場合で、入居者の安否確認のために住戸に立ち入る必要があるにも

かかわらず、立ち入りについて入居者の同意が得られないとき（応答がない場合を含む）は、
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警察官の出動を依頼して安否確認を行い、事後に速やかに市に報告する。

(4) 警察・消防等、関係部署から要請があった場合は、現場検証に立ち会う。

(5) 再開発住宅等が火災により焼損したときは、必要に応じ、管轄消防署に罹災申告書を提出

するとともに、可能な限り火災発生原因及び失火者又は放火者について調査する。

(6) 自然災害、火災の類焼、冠水又は第三者による放火等で、自己に責任がない事由により住

宅を使用できなくなった者については、復旧工事が完了するまでの間、集会所等や近隣の空

家を仮住居として提供する。

（監理員及び管理連絡事務）

22 指定管理者は、再開発住宅等の管理人について以下の業務を行う。

(1) 再開発住宅等の団地ごとに、管理人の事務を委嘱し、各年度当初に委嘱状を発行する。管

理人に委嘱する事務は以下のとおり。

①入居者の生活上の支援や相談の受付、指定管理者や市への取次ぎ

②再開発住宅等に係る各種申請の周知及び支援

③指定管理者や市が指示する書類を入居者に配布すること

④指定管理者や市、自治会が実施する集会又は説明会の支援

⑤災害発生時の被害報告

⑥不正や迷惑行為の指定管理者や市への連絡

(2) 管理人に、委託料の中から委嘱料を支払う。

（自治会）

23 指定管理者は、自治会等について以下の業務を行う。

(1) 自治会等、居住者が組織する団体と適時情報交換を行い、円滑な自治会運営に協力すると

ともに、市及び指定管理者による再開発住宅等管理業務への協力を要請する。

(2) 自治会等により行われている団地敷地内の清掃及び草刈等について、実施のための調整及

び指導を行い、適正な管理及び環境維持に努める。

(3) 団地内に不法投棄されている自転車、バイク、家電製品等について、自治会等で処理が困

難な場合は必要な助言と処置を行う。

(4) 新築団地における自治会等の立ち上げを支援する。

（建替等に伴う移転手続き）

24 指定管理者は、市が実施する建替や大規模な改修工事（以下「建替等」という。）に伴う移

転手続きについて以下の業務を行う。
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(1) 建替等の対象団地について、市が実施する入居世帯の調査、自治会及び入居者に対する説

明・調整の補助を行う。

(2) 入居者の仮移転先が決定した場合は、速やかに住宅の修繕を実施し、鍵渡し等必要な入居

手続きを行う。

(3) 市に協力して、滞納者、無断退去者、不正入居者に対して必要な指導を行う。

(4) 建替等住宅に再入居する者に対する説明会を市とともに開催し、入居に必要な説明、手続

きを行う。

(5) 建替等住宅への再入居後、仮移転先の返還手続きについて必要な指導を行う。

(6) 建替等住宅が完成した場合は、市から建物管理に必要な設計図書、図面、鍵を受け取り保

管し、建物の引継ぎを受けた時点から施設の管理を行う。

（その他の業務）

25 指定管理者は、第１項から第24項までに挙げた業務のほか以下の業務を行う。

(1) 災害被災者、グループホームなど再開発住宅等の目的外使用を希望する者に対して、申請

手続きの相談対応、空き住宅の確認等、市による承認手続きの補助を行う。

(2) 自治会・入居者等による行政財産使用許可の申請について、相談対応や市への取次ぎ等、

市による承認手続きの補助を行う。

(3) 入居者からの申請に基づき、本人を確認のうえ、家賃・居住に係る証明書の発行を行う。

(4) 入居者への啓発文や周知文、説明書類等を作成、配布し、入居者の円滑な団地生活を支援

する。

(5) 市が再開発住宅等の管理運営に係る予算を措置するために必要とする資料を作成する。な

お、具体的な資料の内容、提出時期（例年10月頃）については、別途指示を受ける。

Ⅳ 指定管理料

（指定管理料）

１ 指定管理料の金額及び支払方法については、市と締結する契約書で別途定める。

（支払時期）

２ 人件費、事務費については、四半期ごとの前払いとし、修繕費については指定管理者からの

請求により必要と認められる範囲で、四半期ごとに概算払いを行うものとする。

（流用）

３ 人件費、事務費と修繕費の間の流用は認めない。
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（修繕費の精算）

４ 指定管理料のうち修繕費については、実際に実施した修繕の金額に基づいて各年度末に精算

し、剰余金が生じた場合、これを市に返還する。また、指定管理者は、修繕費について当初の

予算額を超過しないよう努めるものとするが、緊急の修繕によりやむを得ないと認められる場

合については、市と協議のうえ追加措置できるものとする。

Ⅴ 適正な管理業務の運営

（書類の保管）

１ 再開発住宅等の管理に係る書類（添付資料等を含む）の保存期限は、下記のとおりとする。

指定管理者は、これらの書類を保存期限まで保管し、期限後（指定管理の終了を含む）は、目

録を作成のうえ市に引き継ぐものとする。ただし、滞納整理等で市が書類の提供を求めた場合

は、期限前であっても書類を市に引き継ぐ。

(1) 入居申込書 ３年

(2) 契約書類（請書等） 無期限（退去後５年）

(3) 各種申請書・届出書 ５年

(4) 返還届 ５年

(5) 入居決定・収入認定関係書類 ５年

(6) 証明事務に関する申請書 ３年

（業務報告）

２ 指定管理者は、各年度終了後30日以内に実績報告書を市に提出する。また、市は再開発住宅

等の適正な管理のため、必要に応じて指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状態につい

て、報告を求めることができる。

（検査）

３ 市は、指定管理者の業務の実施内容及び処理状況について、随時、立入検査等を実施するこ

とができる。

検査の結果必要があるときは、市は業務の改善を求めることができ、指定管理者はこの指示

に従わなければならない。

（引継ぎ）

４ 指定管理者は、指定管理の終了又は取消し等の場合には、市に対し管理業務の引継ぎ等を行

わなければならない。
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（再委託の制限）

５ 指定管理者は、この業務の全部を第三者に委託してはならない。ただし、保守点検業務や修

繕業務など業務の一部を再委託することについてはこの限りではない。

（業務の実施に係る損害）

６ 業務の実施に当たり指定管理者に生じた損害は、市の責めに帰す理由による場合を除き、市

はその賠償の責めを負わない。

また、業務の実施に当たり指定管理者が第三者に及ぼした損害は、市の責めに帰す理由によ

る場合を除き、指定管理者の負担においてその賠償をしなければならない。その損害を担保す

るため、指定管理者は必要な施設賠償保険に加入する。

（個人情報保護）

７ 指定管理者は、掛川市個人情報保護条例に基づき、入居者等の個人情報の取り扱いを以下の

とおり適正に行う。

(1) 再開発住宅等管理業務の実施にあたり、個人情報を取り扱う場合は、その取扱いに十分留

意し、外部への漏洩、滅失の防止に努めること。また、個人情報に関する書類等については、

鍵のかかる書庫等に保管するなど、管理を厳重に行うこと。

(2) 再開発住宅等管理業務の実施にあたる職員は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしたり、

自己の利益のために使用してはならない。

(3) 再開発住宅等管理業務の実施にあたる職員等には、個人情報を適切に管理するよう研修を

受けさせなければならない。

(4) 文書の開示等情報公開については、掛川市情報公開条例の規定に準じて取扱う。

（協議等）

８ この仕様書に定める事項について疑義が生じた場合又はこの仕様書に定めのない事項につい

ては、市及び指定管理者が、双方協議のうえ定めるものとする。


